
今治市市民が共におこすまちづくり事業費補助金交付要綱 

平成17年１月16日制定 

今治市要綱第103号 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、自由時間の増加又は価値観の多様化が進むなかで、今治市のまちを個性的

で魅力あるものにするための様々な活動を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付するこ

とに関し、今治市補助金交付規則（平成17年今治市規則第53号）の定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

 （補助対象事業） 

第２条 前条の目的達成のための補助金交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）

は、今治市内において実施する別表に定める事業とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に該当する事業は対象外とする。 

 (１) 本市の他の補助金の交付を受けている事業  

 (２) 営利を目的とした事業 

 (３) 宗教、政治又は選挙活動にかかわる事業 

 (４) 特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業 

 (５) 施設等の建設及び整備を目的とした事業 

 (６) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事業 

 （補助対象者） 

第３条 補助対象者は、まちづくり事業に中長期的に取り組む次の条件を満たす団体とする。 

 (１) 今治市内に事務所を有し、主たる活動場所が今治市内である団体 

 (２) 10名以上の構成員で構成され、その過半数が今治市内に在住している者で構成する団体 

 (３) 公益的な事業を行い、営利活動を目的としない団体 

 (４) 規約、会則、定款等を有している団体 

 （補助対象経費） 

第４条 補助対象事業に係る経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業を実施する

ため直接必要な経費とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に該当する経費は対象外とする。 

 (１) 団体の管理運営経費 

 (２) 団体構成員に対する謝金等 

 (３) 商品券、駐車券その他の金券、記念品、賞品等購入及び賞金に要する経費 

 (４) 飲食を目的とする経費 



 (５) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費 

 （補助金の額） 

第５条補助金の額は、別表に定める補助対象事業の区分に応じ、それぞれの区分ごとに定められ

た限度額及び補助率の範囲内とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切

り捨てるものとする。 

 （補助金交付の制限） 

第５条の２ 補助金の交付は、１団体につき、次の各号に掲げる回数を限度とし、第２号の事業

を協働で行った団体は、当該事業に対する補助金を受けたものとする。 

 (１) 市民活動推進事業  ２回 

 (２) 協働推進事業  １回  

 （交付要望） 

第６条 補助金の交付を受けようとする団体（以下「申請者」という。）は、市民が共におこすま

ちづくり事業補助要望書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、提出しなければなら

ない。 

 (１) 市民が共におこすまちづくり事業費補助金事業内容調査書（別記様式第２号） 

 (２) 概算予算書（別記様式第３号） 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

２ 同一団体は、複数の事業について、前項の要望書を提出してはならない。 

 （審査及び通知） 

第７条 市長は、前条の規定による要望があったときは、別に定める今治市市民活動推進委員会

に諮問し、審査の上、補助金の交付の可否を決定する。 

２ 市長は、前項の審査により補助金の交付につき可とされた団体について、今治市市民活動推

進委員会の答申に基づき、補助金額を内定し、団体に対し通知する。 

３ 前項の内定に不服があり取下げを行う団体は、同項の内定を受け取った日から10日以内にそ

の旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。 

 （交付の申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする団体（以下「申請者」という。）は、市民が共におこすま

ちづくり事業費補助金交付申請書（別記様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、提出しなけ

ればならない。 

 (１) 事業計画書（別記様式第５号） 

 (２) 事業予算書（別記様式第６号） 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 



２ 前項の補助金交付申請書を提出するにあたって、消費税納入義務のある申請者は、当該補助

金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額

のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる

部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得

た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請

しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額

が明らかでない部分については、この限りでない。 

 （交付決定の通知） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上補助金の交付の可否を決定す

る。 

 （補助金の概算払） 

第10条 市長は、補助金の交付決定をした事業（以下「補助事業」という。）の実施上必要がある

と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。 

２ 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、市民が共におこすまちづくり事業費

補助金請求書（別記様式第７号）に、市長が必要があると認める書類を添えて、市長に提出し

なければならない。 

 （補助事業の中止及び廃止） 

第11条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、市民が

共におこすまちづくり事業中止（廃止）届出書（別記様式第８号）を市長に提出しなければな

らない。この場合において、概算払を受けた補助金は、市長に返還しなければならない。 

 （実績報告） 

第12条 補助事業者は、事業が完了したときは、市民が共におこすまちづくり事業実績報告書（別

記様式第９号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 (１) 事業決算書（別記様式第10号） 

 (２) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

２ 第８条第２項ただし書きにより交付申請をした補助事業者は、実績報告をするにあたって、

同項ただし書に該当した当該補助金に係る仕入れに係る消費税額等相当額が明らかになった場

合には、これを補助金から減額して市長に報告しなければならない。 

３ 第８条第２項ただし書きにより交付申請をした補助事業者は、第13条第１項の実績報告書を

提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費

税相当額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した補助事業者については、

その金額が減じた額を上回る部分の金額）を速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命



令を受けてこれを返還しなければならない。 

 （補助金額の確定） 

第13条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じ

て調査を行い、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するも

のとする。 

 （補助金の精算） 

第14条 補助事業者は、概算払いを受けた補助金の額が確定した場合において、既にその額を超

える補助金の交付を受けているときは、その超える額を返還することにより精算しなければな

らない。 

 （指導監査） 

第15条 市長は、補助事業の実施に関し必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めるこ

とができる。 

 （交付決定の取消し等） 

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決

定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されている

ときは、市長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 (１) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。 

 (２) この要綱により、市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。 

 (３) 前２号に掲げる場合のほか、補助事業の施行について不正の行為があったとき。 

 （関係書類の保管） 

第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の

年度の翌年度から起算して、５年間保管しなければならない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成17年１月16日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今治市市民が共におこすまちづくり事業費補助

金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたも

のとみなす。 

   附 則（平成19年３月23日要綱） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 



２ 改正前の今治市市民が共におこすまちづくり事業費補助金交付要綱の規定に基づき支出され

た補助金は、改正後の今治市市民が共におこすまちづくり事業費補助金交付要綱（以下「新要

綱」という。）に規定する市民活動推進事業費に基づき支出されたものとみなし、新要綱第５条

の２の規定を適用する。 

   附 則（平成22年３月３日要綱今治市市民が共におこすまちづくり事業費補助金交付要綱

等の一部を改正する要綱抄） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

   附 則（平成23年３月７日要綱） 

 この要綱は、平成23年３月７日から施行する。 

   附 則（平成25年12月27日今治市要綱） 

 この要綱は、平成25年12月27日から施行する。 

   附 則（平成27年３月18日今治市要綱） 

 この要綱は、平成27年３月18日から施行する。 

附 則（平成30年３月19日今治市要綱） 

 この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年 月 日今治市要綱） 

 この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 

 

別表（第２条・第５条関係） 

区  分 
補助金の

限度額 
補 助 率 事 業 内 容 

市民活動推進事業 50万円 
補助対象経費の

70％以内 

今治市を個性的で魅力のあるまちにす

るための継続性のある事業 

協働推進事業 100万円 
補助対象経費の

50％以内 

現在行っている今治市を個性的で魅力

あるまちにするための継続性のある事

業を他団体との協働により、それぞれ

の特性を活かし、まちづくり事業とし

てより効果的に行うもの 

備考 協働推進事業における他団体とは、第３条における補助対象者の条件を満たす団体と 

する。  

 


